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２０１８年７月１日、大統領選挙ならびに連邦議会上院、下院選挙が同時に行われま
した。メキシコ全３２州のうち３０州において州選挙も行われました。メキシコ近代
史の中で最大と言われるこの７月１日の選挙をもって政府機能が刷新されたことに
なります。また、今回の選挙では歴代最大与党のPRIが新興政派であるMORENA
の台頭により、政権から完全に排除されました。

この記録的なの選挙において、MORENA政党の党首であり大統領候補として出馬
したアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール氏（以下「AMLO」）が54％という驚
異的な支持率を受け当選しました。連邦議会においてもMORENAは上院、下院と
もに第一党となり（下院では500議席のうち302議席、そして上院では128議席の
うち70議席を取得）、さらには主要な州政府選挙9州のうち5州でも勝利を収めま
した。

選挙後、AMLOは各省庁の大臣を任命し、カルロス・マヌエル・ウルスア・ガルシア氏
（経済学者、元メキシコシテイ財務省長官）がメキシコ新財務省大臣として任命さ
れました。アルフォンソ・ロモ・ガルサ氏（メキシコ農業界、ならびに金融界での著名
人）は12月１日のAMLO大統領就任までの移行政権において経済ならびに金融関
連の責任者として任命されており、AMLO大統領就任以降は参謀長となります。次
期税務当局のトップについてはまだ任命されていません。
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AMLOが強調する政策は腐敗の撲滅であり、財務政策につい
ては今のところ具体化していません。財源は公的支出の緊縮政
策が中心で税制改革が必要な場合には、AMLO在任期間の後半
（6年在任のうちの後半3年）に行われると推測されています。
この税制改革としては脱税防止および税務申告制度の簡素
化、ならびに福利など、公共的なインセンティブを与えることで
の労働者を含めた納税者への税務コンプライアンスを促進し
ていく制度の構築が主な焦点になると考えられます。

選挙期間中に提案された主な財政案と税制案は「国家提案書
2018－2024」として政策に含まれています。主な内容は以下
の通りです。

• 公的債務の増加防止

•  新たな税金の制定はなく、かつ現行税率（例、所得税ならび
に付加価値税（VAT））の増加もなし

• 不必要な公共支出の削減と公的資金有効化

•  メキシコ北部国境で法人税率30％から20％への減
税、VAT率の16％から12％へ減税（最新の公式声明による
と8％まで）

• ガソリン価格はインフレのみ考慮

財政および金融セクターへの腐敗対策案は、以下の通りです。

• タックスヘイブン税制に対しての国際的な協調

• 銀行業務でのマネーロンダリング防止策強化

•  休眠会社もしくは名目的なペーパーカンパニーの詳細な調
査とその休眠会社などの取り消し

•  上級層メキシコ人を対象にアメリカで保有する不動産に対
する調査を実施（政治家や起業家を中心とした、政治腐敗と
マネーロンダリングのスキャンダルが増加傾向にあるため）

• 金融に関する利益相反法を制定

•  税金重罪に対するより厳しい追求および宣誓供述書ならび
に声明文に関する意義の明確化

•  税金に関する重罪ならびに不法な金融取引の調査を行う上
で銀行の秘守義務制度の完全な廃止

•  銀行員や投資家、ならびに彼らの犯した犯罪を支援した公
務員に対する新たな制裁措置を発動

AMLO新政権の「国家提案書2018－2024」によると、新政府
の目標は増税ならびに新税務の課税のない中で、マクロ経済
の安定を図ることです。公共支出の削減と再配分を行うことで
公共債務ゼロ政策を取り、低インフレを保つ一方で雇用と福利
を促進する成長戦略を取るとみられます。

ただし、AMLO新政権の提案実現には多くの財源確保が必要に
なりますが、これらの財源確保や資金源についての具体策はい
まだ不明です。

2019年の連邦予算が議会に提出される段階には、新政権が考
慮する具体案がより明確になると考えられます。
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